
令 和 ６ 年
７月12日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）
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…

徳
山
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
住
宅
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
（
消
防
保
安
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
六
年
七
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

宇
部
市
大
字
沖
宇
部
字
沖
ノ
山
五
二
五
四
の
三
五
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

山
口
県
告
示
第
二
百
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳

山
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
六
年
七
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

徳
山
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

施
行
地
区

周
南
市
銀
座
一
丁
目
、
銀
座
二
丁
目
、
み
な
み
銀
座
一
丁
目
、
み
な
み
銀
座
二
丁
目
及
び
大
字
徳

山
の
各
一
部

三

事
務
所
の
所
在
地

周
南
市
銀
座
二
丁
目
二
五
番
地

四

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日

五

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
三
十
日
ま
で

六

変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
を
周
南
市
銀
南
街
⚔
番
地
と
す
る
。

七

変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
七
月
十
二
日

公

告

（
一
二
七
）
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定

次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
に
対
し
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
認
定
を
し
ま
し

た
。

令
和
六
年
七
月
十
二
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
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氏
名
又
は
名
称

住

所

認

定

基

準

認
定
年
月
日

株
式
会
社
テ
イ
ネ

ン
山
陽

光
市
大
字
小
周
防

字
鍛
冶
ノ
前
一
七

三
五
の
二
八

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通

商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
二
号

に
掲
げ
る
基
準

令
和
六
年
六
月
十
九

日

令
和
六
年
七
月
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
七
月
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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